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明治大学校友会　　西東京市地域支部

第15回　2019－年度定時総会

＜資　　料＞

2019年5月25日（土）　（於）コール田無



1号議案 2018 事業報告

（2018年4月1日～2019年3月31日）

1．全線関係

（1）2018年度「総会■懇親会」5月26日（土）（於）コール田無、25名

（2）役員会議：年7回開催（偶数月第1土曜日）（於）コール田無、延べ88名

（3）委員会合同会議：年4回（奇数月第1土曜日）（於）コール田無、延べ52名

2．支部主催行事

行　事　　　　　　　　開催日　　　　　　　場　所　　　参加者数

（1）観桜会　　　　　　　　4月　1日（日）　　小金井公園　　15名

（2）バーベキュー懇親会　　10▲月20・日（土）　　いこいの森公園　28・名

（3）第18回市民まつり　11月10、11日（土、日）いこいの森公園　記帳60名

（4）新入会員歓迎会　　　　12月15日（土）　中華料理「墨花居」15名

（5）新春交流会（新年会）2019年2月9日（土）　中華料理「墨花居」23名

3．同好会活動

（1）ゴルフ会：春、秋年2回（高根cc－4月

（2）第1回「明女会」　　　4月22日（日）

（封　春のハイキング会　　　4月27日（金）

（4）秋のハイキング会　　10月6日（土）

（5）カラオケ会　　　　　　年8回

4．会報発行

10日－4名、10月9日・3名）

田無「さらしな」5名

東京都一檜原村　　a名

青梅市一御岳山　11名

東伏見「マキヤ」　多数

年5回発行（20号一射7、21号－7／7、22号－9／1、231号－11／臥24号－1／1）

5．校友会本部、北部支部関係

（1）校友会本部

①「地域支部長、代議員総会：懇親会」7月29日（日）（於）駿河台キャンパス

②「第54回全国校友石川大会」9月29日，30日（土日）（於）石川県立音楽堂

（2）東京都北部支部

①「定例役員会」年6回開催（於）駿河台「紫紺館」　当支部担当役員5名

②「北部支部総会＆懇親会」6月　9日（土）（於）練馬区ココネリホール

③「第2回明治寄席」2019、1月20日（日）（於）駿河台リバティタワー

④「ALL明治大信念会」2019、2月15日（金）（於）駿河台「紫紺館」

8．近隣r地域支部」との交流：省略



2 0 1 8 年度決 算報告

2 0 1 8 年4 月1 日～2 0 1 9年3 月3 1 日

（単位 ：円）

収入の部 支出の部

科　 目 金　 額 内　 容 科　 目 金　 額 内　 容

前年度繰越金

年会費

総会・懇親会会費

暑気払い会費

バーベキュー大会会費

新人会員歓迎会会費

新春交流会会費

雑収入

部支部補助金

寄付金

74．710

167．000

88．000

52，000

88，000

13．500

92．000

65，000

0

59．500

3．000 ×52人

1，000 ×11人

4．000 ×22人

4．000 ×13人

3．000 ×26人

10．000 ×1人

4．000×23人

祝金等

ポスト貯金箱

給会・懇親会費用

観桜会

暑気払い費用

バーベキュー大会費用

市民まつり費用

新人会員歓迎会費用

新春交流会費用

明女会補助

印刷費

′、－ムページ責

通信費

振込手数料

消耗品貴

渉外貴

会騰貴

北部支部拠出金

費

次年度繰越金

94．588

4，076

75，240

77．484

31，372

34，530

84．000

12．638

69．416

64．892

17．524

2，750

6．223

65，000

35．560

0

22．885

1．532

22人

14人

13人

28人

テント使用料等

15人 薪会見7人

18人

会報

会報郵送代等

年会費振込等

他地域支部祝金等

会練圭使用料

合　 計 699．710 l　　 合　 計 699．710

2019年4月1．2日

提出された決井書類について監査した結果、適法且つ正確であることを認め、報告します。

監　査　　　　小垣原　郁子　印

監　査（代）　水井　高志　　印



2019年度　事業計画（案）

（2019年4月1日～2020年3月31日）

明治大学で学んだ絆と共に、会員相互の明るく、仲良く、楽しい交流を継続するため風通しの
良い組織運営を維持し、全員野球による更なる会の発展を目指す。この目的のために次の取り組

みを行う。

1．委員会制度による実務分担

＊　総務委員会
（会則の見直し、会の行事や運営全体に係わる事柄についての実務）

＊　広報委員会
（会報を年5回（4月・7月・9月・11月・1月）発行、及びホームページの維持管理）

＊　イベント企画委員会　＜従来のレクリェーション委員会を改組＞
（新規催し物の企画・検討・試行に加え、地域での社会貢献活動を企画）

＊　会員増強委員会
（会の行事へのお誘い、西東京市民まつり、明女会ネットワーク、友人ネットワーク、

過去資料の活用、委員会委員・地区担当者による個別訪問等を併用した会員増強実務）

2．地域での社会貢献活動

必要であれば委員会の枠を超えて検討

3．酉東京市地域支部の呼称
酉東京市地域支部の正式名称を維持したまま、「西東京紫紺会」の愛称を併用。

但し、会報の名称については「明大校友会西東京だより」を継続

4．会の行事
お花見（4月）、総会（5月）、バーベキュー懇親会（10月）、西東京市民まつり（11月）、

新入会員歓迎会（兼、忘年会）（12月）、新春交流会（2月）は、会の行事とする。
年間を通して責任者2名（＋補助委員1名）が中心になって協力担当者を指名し、委員作成
の工程表に従って実務を実行。但し、総会については全員で当る。

5．同好会活動
従来のカラオケ、ゴルフ、ハイキング、スポーツ観戦同好会は委員会の管理を外れ自主的活

動に移行。明女会も同様。但し、開催案内と結果だけは会報等に掲載するため、代表が広報
委員に報告する。参加費の内部収支は、各同好会の代表が責任を持って管理する。

6．北部支部内の6地域支部等、及び西東京市内の他大学校友会との交流
それぞれの連絡責任者2名（＋補助委員1名）による情報交換と直接的交流を活発化

7．役員・重点の打合せ・意見交換会

役員会は偶数月、合同委員会は奇数月の原則毎月第一土曜日の午後13．30～15．30。
委員会はそれぞれ随時に会合を開き意見交換を行い、全体の合同委員会は他の委員会等との
調整の場とする。HP、電子メール等による連絡で、一般会員の参加も歓迎する。

以上



2 8 ↑9 年度 予算 く案）－

2 0 1 9 年4 月1 日～2 0 2 0 年3 月3 1 日

（単位：円）

収入の部 支出の部

科　 す ’金　 額‾ 内　 容 科　 す ’金　 野 内　 容

前年度繰越金

会費

総会・懇親会会費

バーベキュー大会会費

新人会員歓迎会会費

書交流会会費

雑収入

寄付金

寄付金

1，532

1・85iOOO

100，000

90，000

60．000

1（氾000

60，000

6q ∝瓜

r3iO88㌔X 60人

1．000×5人

4，000×25人

3．000×30人

4，000×15人

4，000×25人

祝金等

ポスト貯金箱他

切手・はがき

総会・懇親会費用

バーベキュー大会費用

市民まつり費用

新人会員歓迎会費用

新春交流会費用

明女会補助

会報発行費

ホームページ貴

通借費

振込手数料

消耗品・印刷費

渉外貴

会諸費

雑費

予備費

120，000

80，000

35，000

60．000

90，000

15，000

54．000

52．000

33．000

10，000

20，000

65，000

15．000

10．000

15．992

料理・会場費等

食材等

テント使用料等

維持費19，000・改修

費33，008

会報郵送代等

年会費振込等

U SBメモリ等

他地域支部祝金等

会議室使用料

駐車場代等

18．460

合　 計 674，992 1　　 合　 計 674．992

以上、提案します。

2019年5月25日

明治大学校友会酉東京市地域支部　支部長　水　井　高　志



会則改正（秦）承藩の件

本会の会則を別紙会則改正（案）のとおり改正する。

主な改正点

1本会の愛称を「西東京紫紺会」とする。（第1粂）

2　東京都北部支部を上位支部と規定していたものを改め、本会を主体とする内

容に改正する。

3　会員について、「会員が市外に転居した場合に、本人が本会会員の継続を希望

し、役員会の承藩が得られたときは会員と認める。」の規定を加える。（第6条）

4　役員の名称から「地域」を削除する。（第7条）

5　役員の選任方法を明確にするために、「その候補者は、立候補又は支部長、副

支部長及び支部長指名の役員で構成する役員候補者推薦委員会が推薦する者と

する。」の規定を加える。（第8粂）

6　役員の任期について、「支部長、幹事長及び会計は、通算して2期を超えて在

任することはできない。」の規定を加える。（第9粂）

7　定時総会の開催時期を5月から「毎事業年度の終了後3カ月以内」に改め

る。（第12粂）

8　事業年度の途中で入退会した会員の会費の規定を加える。（第16条）


